
令和 7年 6月 山口県医師会報 第1978 号

408

令和 7 年度令和 7 年度
中国四国医師会連合「医療保険分科会」中国四国医師会連合「医療保険分科会」

と　き　令和 7 年 5 月 10 日（土）15：00 ～ 17：00と　き　令和 7 年 5 月 10 日（土）15：00 ～ 17：00

ところ　岡山県医師会 4 階　401 会議室ところ　岡山県医師会 4 階　401 会議室

[ 報告：専務理事　伊藤　真一 ]

　日本医師会の江澤常任理事、社会保険診療報酬
検討委員で、高知県医師会の久　明史 常任理事
をお招きして、標記分科会が開催された。
　最初に昨年度の改定評価の諮問事項についての
簡単な報告がなされ、続けて今回のメインとなる
次期診療報酬改定における要望事項の協議となっ
た。

次期改定にむけての要望項目
　総論としては物価高騰対策が主で、各論として
初診料・再診料、外来管理加算や地域包括診療料
等の要望、医療 DX や救急、医療事務や感染症関
連、ベア評価料、働き方改革に関しての要望をも
とに、ブロックとしての要望をまとめるべく協議
がなされた ｡

（1）診療報酬全般
　当県からの要望も含め、どの県からも「物価上
昇に見合った引き上げ要望」が出された。以下に
まとめる。
・全般として、医業の継続運営が可能になるよう

に、物価や給与などの経済状況に見合った引
き上げ改定を希望すると同時に、医療従事者の
働き手不足も深刻であり、特に地方では高齢者
増加の要素もあるため、医療業界で働きたいと
思ってもらえるような環境作りが必要。

・医療機関同士の「合議精算」が全く解消されて
いない。在宅がん医療総合診療料における「ター
ミナルケア加算」や、遠隔画像診断における「画
像診断管理加算」など、診療報酬という公定価
格を扱う現場において、医療機関間の話し合い
で価格を決定し精算するという不透明な手段が
未だに改善されていない。個別の医療機関の診

療行為を正当に評価すべき ｡
・診療報酬上に「アウトカム評価」という成果主

義の評価が拡大、強化されてきているが、回復
期リハビリテーション入院料や、ニコチン依存
症管理料、摂食機能療法など、診療側は誠実に
治療を施したにも関わらず成果が出なかったこ
とで診療報酬が減算されるのは看過できない。
過払金返還や、M&A などの成功報酬と何ら変
わらず医療現場に市場原理を持ち込むのを容認
するのはいかがなものかと考える。改善を希望
する。

・消費税導入以降、未だ解決されていない「控除
対象外消費税」、いわゆる「損税」が、物価高
騰や医療 DX の経費増等によって医療経営をさ
らに深刻な状況へと追い込んでいる。「損税」
が解消されればベースアップ評価料など算定し
なくとも賃上げは余裕で可能になる試算も出て
いる。消費税増税にあたり、厚労省は診療報酬
に補填したとするがロジック自体が成立せず、
いわゆる「引きはがし」は荒唐無稽な主張と言
わざるを得ない。「損税」解消を一刻も早く行
うべきではないか。

・重点項目、物価上昇による初診料・再診料、入
院基本料や食事代の引き上げ、感染症検査の増
点と年齢制限廃止を希望する。

・このほか、物価上昇に関連して、特別食加算を
もう少し整理し、認められる範囲を拡大してほ
しいという意見もあった。

（2）初診料・再診料
・入院基本料及び初再診料の大幅アップを要望。

ベースアップ評価料や看護職員処遇改善評価料
を入院基本料に包括すべき。
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・重点項目として、外来在宅ベースアップ評価料
の算定率が上がっていない事、届け出を放棄し
ている医療機関もあるとのこと ｡ 多くの医療機
関が地域医療を支えているので、日医にはかか
りつけ医機能報告制度と関連して加算での対応
でなく、初・再診料引き上げを要望するように
してほしい。

・救急輪番病院は赤字が多く、負担と過重労働で
スタッフの負担も大きく、今の加算では人員確
保が厳しい。よって、輪番制の救急日に救急患
者対応した場合の時間外・休日・深夜加算を増
点してほしい。一旦破綻した救急病院は再開が
難しい。

・高齢者救急への対応を念頭に地域包括医療病棟
が新設されたが、在宅復帰率や平均在院日数の
要件が厳しく、地域包括ケア病棟の日数による
提言性を含め、手術対象患者が少ない高齢者救
急の地域実情と乖離していると思われる。その
ため、このあたりの見直しを求める。

（3）医療 DX
・現状、マイナ保険証の利用率は 25.42%（R7.1.21

厚 労 省 ）、 電 子 処 方 箋 の 導 入 率 は 診 療 所 で
12.1%、病院は 5.1% と散々たる結果である

（R7.2.23 厚労省）。国民も利便性を感じてない
こと、希望する患者がいないこと、システム
改修に多額の費用がかかること、加えて高額な
ランニングコストが発生すること（R7.3.3 電子
処方箋推進会議）などにより導入すら躊躇して
いる医療機関が多いと考える。減算につながる
こともあるため、医療 DX の推進は今一度立ち
止まって見直すべき。

・サイバーセキュリティ対策のための費用も医療
機関に負担となるため、外来初診患者と入院患
者に対して 1 回のみとしてサイバーセキュリ
ティ加算の新設を要望する。

（4）救急医療
・いわゆる「下り搬送」が今回の改定で新設され

たが、受け入れ側のメリットが増患だけで十分
機能していないと考える。受け入れる医療機関
は軽症とは言えない患者を受け入れることにな

るため、受け入れる医療機関に対する加算の新
設を希望する。

・A000 初診料を算定する初診の日に限らず、
A001 外来診療料を算定する日も算定対象拡大
を希望する。

（5）医療事務
・A207-2 医師事務作業補助体制で、医療業界以

外は 5% 賃上げがなされているので、同率程度
の引き上げを要望する。

・外来診療での書類作成業務で、外来医師事務作
業補助体制加算の新設を要望する。

（6）感染症対策
・コロナ禍の影響もあるが、発熱外来、感染対策

地域カンファレンスに参加しているが、感染対
策向上加算 3 が算定できなくなった。算定要件
の見直しを要望する。

・新型コロナやインフルエンザ感染患者を個室へ
入院させる場合、個室代を徴収できず、さら
に個室代よりも加算が安く入院受け入れが進ま
ず、インフルエンザの流行時期には一部の救急
病院の逼迫状態に繋がった。感染防護具の費用
や業務の効率性低下も考慮し、加算の増点を要
望する。また後方支援病院での受け入れを進め
るためにも、療養病棟でもこの加算が算定でき
ることを要望する。

（7）特定疾病療養
・生活習慣病管理料（Ⅰ）で、発熱などの救急で

来た場合、ⅠからⅡへ変更はできず、検査料も
高くなり、管理料をやめても特定疾病は算定で
きない。減収分は大きく困っている ｡

・生活習慣病管理料（Ⅱ）で、初回療養計画書の
患者署名の撤廃と内容のアレンジの自由を認め
てもらいたい。

・これらは中国四国ブロックとしての要望として
提出する。

（8）ベースアップ評価料
・職員の処遇アップに関する評価料を廃止して、

初再診料や入院基本料に上乗せすべき。評価料
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の管理が煩雑であることや評価料の算出間違い
による収益への影響も発生している。また、こ
の評価料は、他の診療報酬とは違い、患者自身
が受ける医療サービスに対する対価になってい
ないため診療報酬と言えるのか疑問。

・初診料再診料などの基本診療料に置き換えるべ
き。

・一方、外来・在宅ベア評価料及び入院ベア評価
料の恒久化要望もあった。

（9）その他
・ハイリスク妊産婦連携指導料の 1 と 2 の平準化

と対象期間の延長希望。
・妊産婦メンタルヘルス管理料の新規創設。
・在宅小児経管栄養法指導管理料における体重制

限の撤廃。
・運動器リハビリテーション料の引き上げ要望。

・入院期間が長期化する中、局所陰圧閉鎖療法の
期間の延長。

・ほか、看護師による遠隔死亡補助加算、終末期
に向けての意思決定支援管理料の新設（人生会
議 ACP）、働き方改革に逆行する要件の廃止も
あった。

　協議された令和 8 年度診療報酬改定に対する
要望項目は、最終的に高知県医師会の久常任理事
にとりまとめを一任し、翌週行われる日医社会保
険診療報酬検討委員会にて中国四国ブロックから
の要望として提出することとなった。
　なお、次年度の同研究会は山口県医師会が当番
となり開催する。


